
 

災 害 救 助 法 適 用 ７区 17 市４町 1 村  

墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、 

 立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、 

 福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、 

 あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町 

 

 

 

 

 

※ 都では、⑧～⑫の業務について、今後、委託する予定です。 

※ あきる野市は、市が都に代わって当該事務を行います。 

別紙３ 




